
　　　以下のとおり一般競争を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上参加して下さい。

１  競争入札に付する事項

  (1)　件名、規格、予定数量

件名 規格 予定数量 備考

古食用油 サラダ油 1,200ℓ 搬出積込は業者が実施

  (2)　引渡場所：陸上自衛隊福知山駐屯地（京都府福知山市天田無番地）

  (3)　引取期限：契約締結日～令和７年３月３１日

２  競争に参加する者に必要な資格に関する事項

　　次の各項目のすべての条件を満たす者

  (1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

　　 契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　(3)　令和４・５・６年度全省庁統一資格「物品の買受け」であって、Ｃ等級以上の参加資格を有し、かつ、競争参加資格

　 　が「近畿」を含む者。

  (4)　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続して

　 　いる有資格業者については、競争参加を認めない。 

  (5)　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する

     よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。　 

  (6)　入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 

  (7)　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

　(8)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停

     止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

　(9)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は

     製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

 (10)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名

     停止権者が認めた場合には、この限りでない。

３  契約条項

  　適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の不用物品売払契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関

　する特約条項、単価契約に関する特約条項とする。

４  契約条項等を示す場所

  　入札資料は、下記に示す期間、第３４９会計隊契約班窓口において配布する。 

　　　令和６年４月１７日(水)～令和６年５月９日(木)（土曜日曜祝日を除く０９００～１６００）

５  入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

　(1)　現場説明会　　　：　　　実施しない

　※　現物確認希望者については、下記の期間中に調整の上（調整先：第14項(8)の担当者　業務隊　北山）

　　 実施すること。令和６年４月１７日(水)～令和６年５月９日(木)（土曜日曜を除く０９００～１６００）

　　 　なお、現場確認をしないで入札に参加する方は、ご本人の責任において現場確認時の質問・回答事項を確認の上、

　 　参加して頂くようお願いします。未確認の方が入札を行う場合、じ後、当該事項に起因する苦情の申し立てを行わな

　 　いことを同意の上、参加してください。

　(2)　入　　　札　　　　　　　　　

　　 ア　場　　所　　　：　　　陸上自衛隊福知山駐屯地　厚生センター２Ｆ図書室

　　 イ　日　　時　　　：　　　令和６年５月９日（木）１１時３０分

６　保証金等に関する事項

　(1)　入札保証金　　　：　　　免　　　除

　(2)　契約保証金　　　：　　　免　　　除

　(3)　違　約　金　　　：　　　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続をしない場合には、落札者が

　   　　　　　　　　　　　　契約締結に応じないものとみなし、落札金額の１００分の５以上に相当する金額を違約

　　   　　　　　　　　　　　金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を

　　   　　　　　　　　　　　違約金として徴収する。
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